
 

 

 

 

 

 

 

 

実質収支に関する調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 707,881,547

2. 703,819,898

3. 4,061,649

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 3,062,493

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 91,835

3,154,328

5. 907,321

6. 0

1. 420,251

2. 307,547

3. 112,704

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 112,704

6. 0

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

金　　　　　額

一般会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

実 質 収 支 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

歳 出 総 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

歳 入 総 額

市町振興資金貸付事業特別会計

区　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　額
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1. 424,710

2. 119,595

3. 305,115

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 305,115

6. 0

1. 81,690

2. 18,250

3. 63,440

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 63,440

6. 0

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

金　　　　　額

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

実 質 収 支 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

歳 出 総 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

歳 入 総 額

中小企業支援資金貸付事業特別会計

区　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　額
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1. 290,342

2. 165,003

3. 125,339

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 125,339

6. 0

1. 49,935

2. 2,371

3. 47,564

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 47,564

6. 0

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

金　　　　　額

林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

実 質 収 支 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

歳 出 総 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

歳 入 総 額

沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計

区　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　額
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1. 126,464,029

2. 126,464,029

3. 0

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 0

6. 0

1. 119,729,371

2. 117,177,727

3. 2,551,644

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 2,551,644

6. 0

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

金　　　　　額

公債管理特別会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

実 質 収 支 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

歳 出 総 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

歳 入 総 額

国民健康保険事業特別会計

区　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　額
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1. 1,061,606

2. 1,061,606

3. 0

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 0

6. 0

1. 780,001

2. 751,137

3. 28,864

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 28,864

6. 0

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

金　　　　　額

土地取得事業特別会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

実 質 収 支 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

歳 出 総 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

歳 入 総 額

用品調達事業特別会計

区　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　額
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1. 1,178,844

2. 1,178,133

3. 711

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5. 711

6. 0

実質収支に関する調書

金　　　　　額

収入証紙特別会計

4. 翌年度へ繰り越すべき財源

（単位　千円）

歳 入 歳 出 差 引 額

計

区　　　　　　　　　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額
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